
アーチェリー・弓道のご利用について 

○利用方法
 夜間指導員のいない時間帯を利用する場合は、受付窓口にてアーチェリーは技量判定証・弓道は全日本
弓道連盟の会員証（初段以上）を提示し利用承認のうえご利用願います。 

○利用条件 
 次の利用条件を満たした方のみ利用が可能です。 

◇アーチェリー利用 

共通の利用条件 

・小学３年生以上であること。(小学３年生未満の利用は不可とする) 
・アーチェリー協会が実施する安全講習を受講した者であること。 
※安全講習会は指導員配置の一般開放時に受講可能です。 

  安全講習修了者及び技量判定合格者にはアーチェリー協会より「技量判定
証」が発行されます。 

  詳しくは当館受付窓口へお問い合わせください。
・使用できるボウは、リカーブボウ、ベアボウ、コンパウンドボウの
みとする。

大人（大学生含む）が個人
（単独）で利用する場合

・技量判定 30ｍに合格した者であること。 
※技量判定は指導員配置の一般開放時に判定可能です。 
 安全講習修了者及び技量判定合格者にはアーチェリー協会より「技量判定
証」が発行されます。 
詳しくは当館受付窓口へお問い合わせください。

高校生が利用する場合

下記の①もしくは②の条件を満たすこと。 
①技量判定30ｍに合格した者であること。(個人利用可） 
②部活顧問（公認審判員等の資格保持者）、協会会員または技量判定に
合格した保護者が同伴し指導にあたること。

小中学生が利用する場合 

下記の①・②の条件を満たすこと。 
①小学3年生以上のグリーンバッジ所有者であること。 
②協会指導員、協会会員または技量判定に合格した保護者が同伴し指導
にあたること。

初心者が利用する場合 ・協会指導員の指導または指導員配置の一般開放の時間帯のみ利用可
とする。

◇弓道利用 
共通の利用条件 ・中学生以上であること。（小学生以下の利用は不可とする。）
大人（大学生含む）が単独
で利用する場合

・全日本弓道連盟の初段以上の資格を有していること。 
※段位資格確認のため受付窓口にて会員証を提示願います。

高校生が利用する場合 ・全日本弓道連盟の有段者が同伴し指導にあたること。
初心者が利用する場合 
※1年程度のブランクがある者を含む

・全日本弓道連盟の初段以上の有段者の指導または指導員配置の一般
開放の時間帯のみ利用可とする。

○利用上の注意事項 
１ 当館デッキは洋弓（アーチェリー）、和弓併用施設です。 
２ アーチェリーは安全講習と技量判定証の提示、弓道は全日本弓道連盟初段の証明書提示が必要です。 
３ デッキ利用時の立ち入りには十分ご注意ください。 

また、施設見学などの場合は、体育館職員の許可を得てください。 
４ 利用後は、ご利用になった器具など現状に戻してください。 
５ 矢の紛失、暴発の際は、直ちに利用を中断し、体育館職員までご連絡ください。


